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1.生活環境影響調査の目的

1-1.生活環境影響調査の目的

生活環境影響調査は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下、廃棄物処理法という。）」において全ての廃棄物
処理施設について実施が義務づけられているもので、その開発によって周辺環境にどのような影響が出るかを事前に
調査⇒予測⇒評価し、地域ごとの生活環境に配慮したきめ細かな対策を考えるために行い、またその対策を行うことで
どのように周辺環境への影響が軽減されるかを評価し、よりよい施設計画を作り上げるものである。

様々な環境項目につい
て、現地調査または既存
資料調査を行う。
この調査項目が今回の
報告書になる。

現地調査または既存資料調
査によって得られた結果を基
に、周辺環境について建設後
の状況を予測する。
予測手法は、予測式や既存
事例からの類推によって行う
。

調査・予測の結果を踏まえて環境
保全に配慮する計画を立て、建設
による周辺環境への影響が実行
可能な範囲で回避もしくは低減で
きる計画であるか見解を示すとと
もに、環境基準等の目標と予測値
を対比してその整合性について評
価する。

③評価②予測①調査

東京都には「環境影響評価条例」という、環境影響評価（環境アセスメント）の実施を定めた条例があるが、新武蔵野ク
リーンセンター（仮称）の規模【120t/日】はその対象（200t/日以上）にならない。
そのため、「廃棄物処理法」で定められた生活環境影響調査における調査項目（焼却施設においては大気質、騒音、
振動、悪臭、水質）を行うことが義務付けられているが、法令が整備されていなかった時代に厳しい環境影響評価を
行った現武蔵野クリーンセンター建設の経緯を踏まえ、法令の範囲に留まらず、必要と考えられる項目について、調
査・予測・評価を行うべきである。
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1.生活環境影響調査の目的

1-2.生活環境影響調査のスケジュール

ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画へ反
映（周辺住民との
調整）

要求水準へ反映

報告書の公表

生活環境影響調
査報告書の作成

現地調査（通年）

現地調査（冬季）

現地調査（秋季）

現地調査（夏季）

現地調査（春季）

生活環境影響調
査 報告書（調査
計画書）の作成

調査項目・調査方
法等の検討

9876543211211109876543211211109

平成24年平成23年平成22年
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2.生活環境影響調査の内容

2-1.生活環境影響調査の項目と概要

水質汚濁

ﾌｧﾝ、ﾌﾞﾛｱ、ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ等の設備からの
低周波音の発生が予想されるため選
定する。

●低周波音

現ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの稼働と工事とが重なっ
た影響を見るため。

●●●●騒音・振動

●悪 臭

水銀については、予測評価までは
行わず、現地調査を実施。
※別途、以下の７物質の現地調査

を実施し、現況と施設供用後の相違を
見る。
水銀・ﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｱｾﾄﾝ・ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ・ﾃ

ﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ・ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ・ﾄﾙｴﾝの７物
資

―●
その他有
害物質

破砕処理施設を有するため。●粉じん

●塩化水素

●
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ
類

現ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの稼働と工事とが重なっ
た影響を見るため。

●●●●
二酸化窒
素

現ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰの稼働と工事とが重なっ
た影響を見るため。

●●●●
浮遊粒子
状物質

●
二酸化硫
黄

大気質

ごみ収集
車両等の
走行

施設の
稼働

施設の
存在

工事用車
両の走行

建設機械
の稼働

施設の建
設等

備考（選定理由等）

供用後工事中

調査・予測・評価項目（武蔵野方式）
●：必須項目（廃棄物処理法で定められた選定項目）
●：自主的な選定項目（東京都環境影響評価条例（ふじみ衛生組合／練馬清掃工場）（以下「都」という）で実施した項目）
－：都で実施したが今回見送る項目現地調

査のみ
実施す
る項目

選定項目等
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2.生活環境影響調査の内容

2-1.生活環境影響調査の項目と概要

自然との触れ合い活動の
場

史跡・文化財

現ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰと配置が変わることによ
る影響を見るため。

●景 観

風環境

東京タワーから東京ｽｶｲﾂﾘｰにﾃﾚﾋﾞ電
波の発信元が変わるが、現在、送信ｽ
ﾍﾟｯｸが未定。そのため、条件が確定し
た段階で別途実施することとし選定し
ない。

－電波障害

現ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰと配置が変わることによ
る影響を見るため。

●日 影

生物・生態系

地下掘削、地階の設置による影響を
見るため。

●●水 循 環

地形・地質

現ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰと同様に、建物高さを低
くするための地下掘削、重たいﾌﾟﾗﾝﾄ
機器設置による影響等を見るため。

●●地 盤

着工までに土壌汚染対策法及び東京
都環境確保条例の手続きにおいて調
査を実施するため選定しない。

－土壌汚染

ごみ収集
車両等の
走行

施設の
稼働

施設の
存在

工事用車
両の走行

建設機械
の稼働

施設の建
設等

備考（選定理由等）

供用後工事中

調査・予測・評価項目（武蔵野方式）
●：必須項目（廃棄物処理法で定められた選定項目）
●：自主的な選定項目（東京都環境影響評価条例（ふじみ衛生組合／練馬清掃工場）（以下「都」という）で実施した項目）
－：都で実施したが今回見送る項目現地調

査のみ
実施す
る項目

選定項目等
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2.生活環境影響調査の内容

2-1.生活環境影響調査の項目と概要

樹木の量や配置等が変わることによ
る影響を見るため。

●
緑の量・質

コミセン、市役所、体育館などを出入
する歩行者・自転車が多いため、交通
安全対策について検討するため。

●●地域社会

地球温暖化対策としてＣＯ2発生量を
把握しておくため。

●
温室効果ガ
ス

工事中に建設廃棄物が発生すること
による影響を見るため。供用後は飛灰
や汚泥の発生量が異なることによる
影響を見るため。

●●廃 棄 物

ごみ収集
車両等の
走行

施設の
稼働

施設の
存在

工事用車
両の走行

建設機械
の稼働

施設の建
設等

備考（選定理由等）

供用後工事中

調査・予測・評価項目（武蔵野方式）
●：必須項目（廃棄物処理法で定められた選定項目）
●：自主的な選定項目（東京都環境影響評価条例（ふじみ衛生組合／練馬清掃工場）（以下「都」という）で実施した項目）
－：都で実施したが今回見送る項目現地調

査のみ
実施す
る項目

選定項目等
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2.生活環境影響調査の内容

2-2.生活環境影響調査の調査地点

約1.1ｋｍ

約1.6ｋｍ

0

②

③

⑰

⑱

⑲

⑳

21 ④①

⑤
⑥

⑦

凡 例

一般環境大気質
地上気象・上層気象（ 0 ①②③）

沿道環境大気質
道路交通騒音・振動・交通量（④⑤⑥⑦）

地域社会（⑰～21）（交通安全施設の設置状
況）
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2.生活環境影響調査の内容

2-2.生活環境影響調査の調査地点
凡 例

一般環境大気質
地上気象・上層気象（①）

沿道環境大気質
道路交通騒音・振動・交通量（④⑤⑥）

悪臭（臭気指数(濃度)）
環境騒音・振動・低周波音（⑧～⑪）

既存施設 発生源（煙突：１地点）
－水銀
－臭気指数(濃度)

既存施設 発生源（換気口等）
－ 水 銀 ・ VOC ・ 粉 じ ん 等

（換気口等：１地点）
－低周波音（設備等：適宜）

地下水位（３地点）

景観（⑫～⑯）

地域社会（⑰～21）（交通安全施設の設置
状況）

①

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳
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3.生活環境影響調査の予測

工事中と同様。

地盤の状況及び地下
水の状況等の調査結
果、工事計画を踏ま
え、地盤に及ぼす影
響を定性的に予測。

地 盤

伝搬理論計算式によ
り、低周波音圧ﾚﾍﾞﾙ
を予測。

低周波音

工事中の工事用車両
の走行と同様。

工事中の建設機械の
稼働と同様。

「道路環境影響評価
の技術手法」の実用
式により、振動ﾚﾍﾞﾙ
(L

10
)を予測。

伝搬理論計算式によ
り、振動ﾚﾍﾞﾙ(L

10
)を

予測。
振 動

工事中の工事用車両
の走行と同様。

工事中の建設機械の
稼働と同様。

日本音響学会式(ASJ 
RTN-Model 2008)に
より、等価騒音ﾚﾍﾞﾙ
(L

Aeq
)を予測。

伝搬理論計算式によ
り、騒音ﾚﾍﾞﾙ(L

5
)を

予測。
騒 音

騒音・振動

悪臭の調査結果、環
境保全措置を踏まえ、
悪臭の拡散の程度を
定性的に予測。

悪 臭

粉じんの調査結果、
環境保全措置を踏ま
え、粉じんの飛散の
程度を定性的に予測。

粉じん

塩化水素

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類

二酸化窒素

工事中と同様。
大気拡散式により、長期平均濃度（年平均
値）を予測。

浮遊粒子状
物質 大気拡散式により、

長期平均値（年平均
値）及び短期濃度
（１時間値）を予測。

二酸化硫黄

大気質

ごみ収集車両等の走行施設の稼働施設の存在工事用車両の走行建設機械の稼働施設の建設等

供用後工事中

予測手法の概要

選定項目等
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3.生活環境影響調査の予測

事業計画を基に緑の
量・質の変化の程度
を予測。

緑の量・質

交通安全施設の設置
状況の調査結果、事
業計画を踏まえ、交
通安全に対する支障
の程度を予測。

交通安全施設の設置
状況の調査結果、工
事計画を踏まえ、交
通安全に対する支障
の程度を予測。

地域社会

事業計画を基に温室
効果ガスの排出量を
予測。

温室効果ガス

事業計画を基に廃棄
物の種類、量等を予
測。

工事計画を基に廃棄
物の種類、量等を予
測。

廃 棄 物

フォトモンタージュ
の作成し予測。

景 観

冬至日の８～16時
（真太陽時）の時刻
別日影図及び等時間
日影図を作成し予測。

日 影

工事中と同様。

地下水の状況等の調
査結果、工事計画を
踏まえ、水循環に及
ぼす影響を定性的に
予測。

水 循 環

ごみ収集車両等の走行施設の稼働施設の存在工事用車両の走行建設機械の稼働施設の建設等

供用後工事中

予測手法の概要

選定項目等
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4.生活環境影響調査の評価

（騒音と同様）低周波音に関する指標値低周波音

・指定した走行
ﾙｰﾄ、規制速度
の遵守
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ

・設備機器の屋
内設置、必要に
応じた消音器の
設置、防音設備
の設置等
・屋外（屋上等）
に設置する機器
の防音・防振

・指定した走行
ﾙｰﾄ、規制速度
の遵守
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ

・低騒音型、低
振動型の建設機
械の採用
・建設地周囲に
鋼製仮囲いの設
置

【建設機械の稼働】
環境確保条例に基づく指定

建設作業の騒音・振動の勧告
基準
【工事用車両の走行、ごみ収

集車両等の走行】
騒音に係る環境基準
環境確保条例に基づく日常

生活等に適用する振動の規制
基準
【施設の稼働】
環境確保条例に基づく工場・

指定作業場に係る騒音・振動
の規制基準

騒音・振動

・ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ、ご
みﾋﾟｯﾄ等での悪
臭防止対策の徹
底

悪臭防止法及び環境確保条例
に基づく臭気指数の規制基準

悪 臭

・破砕機の屋内
化等

粉じんの飛散を極力抑制するこ
と

粉じん

【長期平均濃度】【短期高濃
度】：目標環境濃度

塩化水素

【長期平均濃度】【短期高濃
度】：環境基準

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ
類

【長期平均濃度】：環境基準
【短期高濃度】 ：短期暴露指針
値

二酸化窒
素

・指定した走行
ﾙｰﾄ、規制速度
の遵守
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ

・指定した走行
ﾙｰﾄ、規制速度
の遵守
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ

・排出ガス対策
型の建設機械の
採用
・ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ

【長期平均濃度】【短期高濃
度】：環境基準

浮遊粒子
状物質

・排ガス処理設
備の設置、その
適切な稼動によ
る排ガス濃度自
主規制値の遵守

【長期平均濃度】【短期高濃
度】：環境基準

二酸化硫
黄

大気質

ごみ収集車両等
の走行

施設の稼働施設の存在
工事用車両の走

行
建設機械の稼働施設の建設等

供用後工事中

主な環境保全措置

評価の指標選定項目等
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4.生活環境影響調査の評価

・ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ等
の緑化推進

東京における自然の保護と回
復に関する条例及び武蔵野市
緑化に係る指導要綱の緑化基
準

緑の量・質

・指定した走行
ﾙｰﾄ、規制速度
の遵守

・指定した走行
ﾙｰﾄ、規制速度
の遵守
・通学時間帯の
台数抑制
・交通誘導員の
配置

交通安全を確保すること

地域社会

・排熱利用等の
推進
・省エネ化等の
推進

法令に基づく事業者の責務、上
位計画の目標等

温室効果ガス

・発生した焼却
灰、飛灰、汚泥
等の有効利用

・建設廃棄物の
発生抑制、再利
用
・建設発生土の
有効利用

法令に基づく事業者の責務、上
位計画の目標等

廃 棄 物

・煙突、外壁の
色彩等の周辺と
の調和
･施設と敷地境
界との間の後退
距離の確保
・ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽ等
の緑化推進

公共事業の景観づくり指針に定
める建築物に係る景観づくり指
針

景 観

・高さのある炉
室部、煙突等の
適正配置

東京都日影による中高層建築
物の高さの制限に関する条例
に基づく日影時間の基準

日 影

地下水等の状況に著しい影響
を及ぼさないこと

水 循 環

・地下水位ﾓﾆﾀﾘ
ﾝｸﾞ
・雨水浸透の推
進

・土留壁等の設
置
・地下水位ﾓﾆﾀﾘ
ﾝｸﾞ
・地盤測量

地盤沈下又は地盤の変形等に
より周辺の建築物等に影響を
及ぼさないこと

地 盤

ごみ収集車両等
の走行

施設の稼働施設の存在
工事用車両の走

行
建設機械の稼働施設の建設等

供用後工事中

主な環境保全措置

評価の指標選定項目等
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参考資料３．調査・予測・評価イメージ

3-1.大気質

3-1-1.現地調査

大気汚染の調査風景

●大気汚染の状況を現地調査により把握する。

上層気象の調査風景

●気象の状況を現地調査により把握する。

＜測定物質＞事業により排出される物質を対象
二酸化窒素、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、
塩化水素、ダイオキシン類、水銀等
＝バックグラウンド濃度の設定に考慮。

＜上層気象＞
上空１５００ｍ付近までの風向、風速、気温等を
高さ別に調査。
＝逆転層の出現状況等を把握。
気象条件の設定に考慮。

＜地上気象＞
地上１０ｍでの風向、風速等を調査。
＝気象条件の設定に考慮。

※バックグラウンド濃度とは

新施設が稼動していない現時点での濃度。工場、自動車や火山などの人為的・
自然的汚染の影響を受けていない地域においても大気汚染物質濃度はゼロで
はない。そのため、住宅地域等に設置している一般環境大気測定局（「一般局」
という。）で常時測定されている結果を、バックグラウンド濃度とする。
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3-1-2．予測・評価（１）

施設の稼働（供用後）、
建設機械の稼働（工事中）

●計画等に基づく排出条件に、気象条件等を
考慮し、大気拡散式により将来濃度を予測
する。

●予測結果は等濃度分布図等で示す。

●予測結果を環境基準等と比較し、整合性
を確認する。

施設の稼働に伴う付加濃度の等濃度分布図（例）
（出典：ふじみ衛生組合／環境影響評価書）

参考資料３．調査・予測・評価イメージ
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関連車両の走行（供用後）、
工事用車両の走行（工事中）

●主要な走行経路上で、保全対象（住宅等）が
分布する地点を予測地点とする。（現地調査
と同地点）

●計画等に基づく車両台数等に、気象条件等
を考慮 し、大気拡散式により将来濃度を予
測する。

●予測結果を環境基準等と比較し、整合性
を確認する。

大気汚染（車両）の予測地点と予測結果（例）
（出典：ふじみ衛生組合／環境影響評価書）

3-1-3．予測・評価（２）

参考資料３．調査・予測・評価イメージ
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騒音・振動の調査風景

●騒音の状況を現地調査により把握する。

交通量の調査風景

●交通量の状況を現地調査により把握する。

＜自動車交通量＞
道路交通騒音と同時に調査。
＝将来基礎交通量の設定に考慮。

＜道路交通騒音＞
主要な走行経路上で、保全対象（住宅等）が分布
する地点を設定し調査。
＝バックグラウンド騒音の設定に考慮。

＜環境騒音＞
計画地周辺の環境騒音を調査。
＝バックグラウンド騒音の設定に考慮。

参考資料３．調査・予測・評価イメージ

3-2.騒音・振動

3-2-1.現地調査

※バックグラウンド騒音とは・・・・

その場所にいたときに聞こえる周囲の雑音のこと。例えばマンションに住
んでいたとすると、隣の音が聞こえていないときの、家の周りの木のすれ
る音などの雑音などを含んだ騒音のこと。
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施設の稼働（供用後）、
建設機械の稼働（工事中）

●計画等に基づく音源条件より、伝搬理論式
により将来の騒音レベルを予測する。

●予測結果は等音分布図等で示す。

●予測結果を規制基準と比較し、整合性を
確認する。

施設の稼働に伴う騒音レベルの等音分布図（例）

参考資料３．調査・予測・評価イメージ

3-2-2.予測・評価（１）
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関連車両の走行（供用後）、
工事用車両の走行（工事中）

●主要な走行経路上で、保全対象（住宅等）が
分布する地点を予測地点とする。（現地調査
と同地点）

●計画等に基づく車両台数等より、伝搬理論
式により将来の騒音レベルを予測する。

●予測結果を環境基準等と比較し、整合性
を確認する。

騒音（車両）の予測地点と予測結果（例）

参考資料３．調査・予測・評価イメージ

3-2-3.予測・評価（２）
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施設の存在（供用後）

●計画等に基づく施設計画等より、電波障害
予測式により遮へい障害範囲、反射障害範
囲を予測する。

●「テレビ電波の受信障害を起こさないこ
と」を基本とする。

●予測の結果、電波障害の発生が予測され
る場合は、適切な措置を講じる。

直
接
波

反射障害

しゃへい障害

弱くなった直接波

送信アンテナ

反射波

テレビ電波障害の模式図

障害の発生が予測され
る場合は、適切な措置
を講じ、電波障害を起こ
さないようにする。

電波測定車によるテレビ電波受信状況の調査風景

参考資料３．調査・予測・評価イメージ

3-3.電波障害

3-3-1.現地調査・予測・評価
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施設の存在（供用後）

●主要な眺望地点を選び、写真撮影を
実施。

●現況写真に、施設建物を合成した
フォトモンタージュを作成。
近景の場合は完成パース（施設を立
体的に描いた完成予想図）を作成。

●東京都景観計画等の上位計画の方針
を評価指標とし、整合性を評価。

現 況

供用後

現況写真に施設建物
を合成したフォトモン
タージュを作成

参考資料３．調査・予測・評価イメージ

3-4.景観

3-4-1.現地調査・予測・評価（１）

煙突

（出典：ふじみ衛生組合／環境影響評価書）
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施設の存在（供用後）

●主要な眺望地点を選び、写真撮影を実施。

●現況写真に、施設建物を合成（フォトモン
タージュ）。
近景の場合は完成パースを作成。

●東京都景観計画等の上位計画の方針を評価
指標とし、整合性を評価。

現 況

供用後

参考資料３．調査・予測・評価イメージ

3-4.景観

3-4-2.現地調査・予測・評価（２）

本施設

現況写真に施設建物
を合成したフォトモン
タージュを作成

（出典：ふじみ衛生組合／環境影響評価書）
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参考資料４．予測評価結果への対応策例

4-1.予測評価結果への対応策例

●大気汚染への対応
大気中の汚染物質の濃度が高い。
⇒ ・高度処理の実施（洗煙設備の高度化）
・煙突を高くする

●悪臭への対応
施設より悪臭がする。
⇒ ・施設内（ピット）を負圧とする。
・エアカーテンもしくは開閉シャッターを設置する。

●騒音・振動への対応
発電機・コンデンサーより騒音・振動がする。
⇒ ・遮音パネルの設置もしくはPC版外壁の採用

●土壌汚染への対応
土壌中の汚染物質濃度が高い。
⇒ ・土壌置換
・薬剤による中和

●景観への対応
周辺の景観に調和していない。
⇒ ・東京都公共事業景観形成指針に則り、外観の
色彩計画を見直す。

周辺の景観に圧迫感を与える。
⇒・建物をセットバックさせる。
・大きな面を作らない計画とする。

渋谷清掃工場 プラットホーム


